
 

 

「臨時特例つなぎ資金貸付制度」とは、厚生労働省の要綱に基づき、離職者を支援するための

公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付

を受けるまでの当面の生活費を貸付けし、自立を支援することを目的としています。 

 

１．貸付対象 

住居のない離職者であって、下記のいずれにも該当する方が対象です。 

（１）離職者を支援する公的給付制度（失業等給付、生活保護、住宅手当、訓練・生活支援給付等）

または公的貸付制度（就職安定資金融資等）の申請を受理されている人であり、かつ当該給付等

開始までの生活に困窮していること 

（２）借入申込者名義の金融機関の口座を有していること 

 

２．貸付の内容 

（１）貸付限度額：１００，０００円以内 

 

（２）貸付金利率：無利子 

 

（３）償還（返済）：借入申込者が申請していた公的給付または公的貸付が決定し、交付を受けたとき

から１ヶ月以内に、原則貸し付けた金額全額を一括で償還いただきます。 

     ※ 公的給付または公的貸付の申請が却下されたときは、却下されたときから１ヶ月

以内に、貸し付けた金額全額を一括で償還いただきます。 

 

（４）連帯保証人：不要 

 

３．申込みに必要な書類等 

 借入れを希望する方は、入居を予定している住居がある地域の市町村社会福祉協議会の窓口で、下

記書類を揃えて申し込み手続きをしてください。 

 

□ 借入申込書（窓口で相談のうえ、お渡しいたします） 

□ 公的給付制度または公的貸付制度の申請が受理されていることを証明する書類 

（①～③が記載されているもの） 

① 申請を受理した機関の名称、所在地、連絡先 

② 申請を受理されている公的制度の名称 

③ 申請の受理日 

□ 借入申込者名義の金融機関の預金通帳の写し 

□ 借用書 

 



４．留意事項 

（１）貸付金を振り込む口座の確認を行いますので、借入申込者の通帳と口座お届け印をご持参くだ

さい。 

（２）借入申込み時に借用書の記入、提出をしていただきます。 

（３）ご相談の段階で、借入申込者のご家族などとも面接させていただくことがあります。 

（４）貸付審査により貸付を行わないことがあります。 

（５）虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸し付けた金額を即時に返済していただき

ます。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

この資金については、入居を予定している住居がある地域の市町村社会福祉協議会までご相談・申

し込みください。 

相談・申込受付時間：午前９時～午後５時（土曜、日曜、祝日休み） 

市 町 村 名 電 話 番 号  市 町 村 名 電 話 番 号  市 町 村 名 電 話 番 号  

福 島 市 024-533-8877 白 河 市 0248-22-1159 金 山 町 0241-55-3336 

二 本 松 市 0243-23-7867 西 郷 村 0248-25-5454 昭 和 村 0241-57-2655 

伊 達 市 024-576-4050 泉 崎 村 0248-54-1555 南 会 津 町 0241-62-4169 

川 俣 町 024-565-3761 中 島 村 0248-52-3400 下 郷 町 0241-69-5111 

桑 折 町 024-582-1155 矢 吹 町 0248-44-5210 檜 枝 岐 村 0241-75-2382 

国 見 町 024-585-3403 棚 倉 町 0247-33-2623 只 見 町 0241-84-7006 

大 玉 村 0243-68-2100 矢 祭 町 0247-34-1050 相 馬 市 0244-37-8668 

本 宮 市 0243-33-2006 塙 町 0247-43-2154 南 相 馬 市 0244-24-3415 

郡 山 市 024-932-5311 鮫 川 村 0247-49-3600 広 野 町 0240-27-2789 

須 賀 川 市 0248-88-8211 会 津 若 松 市 0242-28-4030 楢 葉 町 0240-25-4157 

田 村 市 0247-81-2166 喜 多 方 市 0241-23-3231 富 岡 町 0240-22-5522 

鏡 石 町 0248-62-6428 磐 梯 町 0242-73-2181 川 内 村 0240-38-3802 

天 栄 村 0248-82-2826 猪 苗 代 町 0242-62-5168 大 熊 町 0240-32-5377 

石 川 町 0247-26-3793 北 塩 原 村 0241-28-3755 双 葉 町 0240-23-0333 

玉 川 村 0247-57-4410 西 会 津 町 0241-45-4259 浪 江 町 0240-34-4685 

平 田 村 0247-55-3500 会 津 坂 下 町 0242-83-1368 葛 尾 村 0240-29-2020 

浅 川 町 0247-36-3163 湯 川 村 0241-27-8890 新 地 町 0244-62-4213 

古 殿 町 0247-53-4394 柳 津 町 0241-42-3418 飯 舘 村 0244-42-1021 

三 春 町 0247-62-3829 会 津 美 里 町 0242-54-2940 い わ き 市 0246-23-3320 

小 野 町 0247-72-6866 三 島 町 0241-52-3344 （平成21年10月現在） 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 

実施主体 

社会福祉法人 福島県社会福祉協議会 

〒９６０－８１４１ 福島市渡利字七社宮１１１ ☎０２４－５２３－１２５０ 

                          （土曜、日曜、祝日休み） 


